
米原市特別職報酬等審議会次第 

 

日時：令和６年 10月９日（水）午後７時から 

場所：米原市役所本庁舎３階 会議室３－Ａ  

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 委嘱状交付 

 

 

４ 自己紹介 

 

 

５ 会長の選出 

 

   会  長： 

 

 

６ 諮問書の手交 

諮問事項：米原市議会の議員報酬の額について 

 

 

７ 審議事項 

   米原市議会の議員報酬の額について 

 

 

８ その他 

 

 

９ 閉会 

 

 

【資料】 

・米原市特別職報酬等審議会委員名簿 

・米原市特別職報酬等審議会規則 

・第１回米原市特別職報酬等審議会資料 

・参考：議員報酬改定に向け、米原市特別職報酬等審議会への諮問について（依頼） 

・参考：米原市議会議員の議員報酬、議員定数および政務活動費の在り方について（答申） 



米原市特別職報酬等審議会委員名簿 
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○米原市特別職報酬等審議会規則 

平成28年４月１日 

規則第67号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第３号)第２条の規定によ

り設置する米原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な

事項について定めるものとする。 

(諮問) 

第２条 市長は、議会の議員報酬の額ならびに市長、副市長および教育長の給料の額(以下「特

別職報酬等の額」という。)に関する条例を提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別

職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について諮問することができ

る。 

(会長) 

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、

その職務を代理する。 

(会議) 

第４条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

(庶務) 

第５条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

(その他) 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律



(平成26年法律第76号)附則第２条第１項の規定により引き続き教育長が在職する場合におい

ては、第２条第１項の規定の適用については、同項中「市長、副市長および教育長」とある

のは、「市長および副市長」とする。 

(会議の招集) 

３ 米原市付属機関設置条例第４条第２項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第４条第

１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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第 1 回米原市特別職報酬等審議会資料 

 

１ 市議会の役割                                      

市議会は、市の代表機関として、さまざまな権限が与えられ、仕事をしています。 

  その主なものは、次のとおりです。 

（１）議決 

市長や議員、委員会から提出された議案などを審議し、地方公共団体の意思を決定します。この

ことを議決といい、議決する事項は、地方自治法第 96条に定められています。その主なものは次

のとおりです。 

① 条例の制定、改正、廃止をすること 

② 予算を定めること 

③ 決算を認定すること 

④ 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること 

⑤ 条例で定める額（１億５千万円）以上の工事などの契約を締結すること 

⑥ 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること 

⑦ 条例で定める額（２千万円）以上の財産の取得や処分を決めること 

⑧ 権利を放棄すること 

⑨ その他、法律や条例などにより市議会の権限とされている事項 

（２）選挙・同意 

市議会の議長・副議長や選挙管理委員などの選挙をしたり、市長が副市長・監査委員などを選任

する際に同意を与えます。 

 （３）調査・検査 

市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を

検査したり、監査委員に監査請求を求めたり、調査することができます。 

 （４）意見書提出 

国や県の仕事に関しての市民生活に関係する問題について、その実現を図るため、国や県などに

意見書を提出します。 

 （５）請願・陳情の受理 

市政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には、市長などにそ

の実現を求めます。 

   



2 

 

２ 議員報酬とは                                       

（１）地方自治法 

第 203条第１項 

     普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 

第 203条第４項 

議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 （２）米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例 

    第２条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。 

(１) 議長 月額 400,000円 

(２) 副議長 月額 330,000円 

(３) 議員(議長および副議長を除く。) 月額 300,000円 

 

３ 米原市議会議員の議員定数と人口の推移                            

   

議員の任期 議員定数（人） 人口（任期開始時点：人） 

H17.10.1～H17.10.31 24（在任特例 55） 42,330 

H17.11.1～H21.10.31 24 42,319 

H21.11.1～H25.10.31 20 41,704 

H25.11.1～H29.10.31 20 40,537 

H29.11.1～R3.10.31 18 39,589 

R3.11.1～R7.10.31 16 38,202 

 

   

 

   平成 17年 10月１日の合併当時と現在の任期の開始時点である令和３年 11月１日を比べると、人

口は 4,128 人減少し、議員定数は８人減となっています。議員定数の削減は議会改革の取組のひと

つとして市議会から提案されました。 
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４ 米原市議会の議員報酬の額の変遷と現状                            

 

適用年月日 
報酬月額（円）※ 

改定の内容 
議長 副議長 議員 

H17.2.14 295,000 220,000 200,000 ・議員在任特例期間中 

H17.11.1 350,000 270,000 250,000 
・報酬増額改正（本条例） 

（H17.9.27可決） 

H21.11.1 
350,000 

(400,000) 

270,000 

(330,000) 

250,000 

(300,000) 

・米原市特別職報酬等審議会答申 

 （H20.3.18） 

・報酬増額改正（本条例） 

（H21.3.27可決） 

・額の据え置き特例条例 

（H21.3.27可決） 

・額の据え置き１年延期改正条例 

（H21.12.15可決） 

H23.11.1 
360,000 

(400,000) 

297,000 

(330,000) 

270,000 

(300,000) 

・10％引き下げ特例条例（任期まで） 

（H23.9.5可決） 

H25.11.1 
360,000 

(400,000) 

297,000 

(330,000) 

270,000 

(300,000) 

・10％引き下げ特例条例（３年延長） 

（H25.9.24可決） 

H27.7.1 400,000 330,000 300,000 
・10％引き下げ特例条例の廃止 

（H27.5.29可決） 

  ※（ ）内の数値は本条例の金額です。 

平成 17 年２月に米原市が誕生して以降、平成 17年 11 月と平成 21 年 11 月にそれぞれ 50,000 円の

増額改定をしています。 
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５ 県内各市の議員報酬額の状況                                       

令和６年４月現在 

自治体名 
報酬月額（円） 議員定数 

（人） 

人口 

（人） 議長 副議長 議員 

大津市 657,000 611,000 563,000 38 343,371 

草津市 558,000 492,000 443,000 24 139,323 

彦根市 534,000 454,000 405,000 24 110,842 

守山市 492,000 422,000 382,000 20 85,745 

長浜市 460,000 400,000 370,000 22 113,297 

東近江市 460,000 390,000 370,000 25 111,599 

近江八幡市 475,000 412,000 376,000 22 81,782 

甲賀市 450,000 390,000 350,000 24 88,204 

湖南市 440,000 380,000 350,000 18 54,069 

栗東市 420,000 357,000 325,500 18 70,455 

高島市 400,000 340,000 310,000 18 45,379 

野洲市 430,000 380,000 350,000 18 50,691 

米原市 400,000 330,000 300,000 16 37,165 

  

  
   

米原市議会の議員報酬の額は、県内 13市の中で一番低い額となっています。 

  近年の報酬額の改定状況としては、、近江八幡市において、令和５年５月に議員を 360,000 円から

16,000円増額し 376,000円に、副議長を 400,000円から 12,000円増額し 412,000円に、議長を 455,000

円から 20,000 円増額し 475,000 円に改定されています。また、野洲市においては、平成 31 年１月に

議長・副議長・議員ともにそれぞれ 50,000円増額し、議員を 300,000円から 350,000円に、副議長を

330,000円から 380,000円に、議長を 380,000円から 430,000円に改定されています 
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６ 全国の市における議員報酬の状況                               

 （１）全国の市における議員報酬の平均額 

   単位：円（月額） 

 市数 議長 副議長 議員 

R5.12.31現在 815 520,000 460,000 425,000 

R4.12.31現在 815 518,000 458,000 423,000 

R3.12.31現在 815 518,000 458,000 423,000 

R2.12.31現在 815 515,000 455,000 420,000 

R1.12.31現在 815 518,000 458,000 423,000 

[全国市議会議長会：市議会議員報酬に関する調査結果から] 

 

（２）全国の人口５万人未満の市における議員報酬の平均額                       

単位：円（月額） 

 市数 議長 副議長 議員 

R5.12.31現在 300 418,000 362,000 337,000 

R4.12.31現在 297 416,000 360,000 335,000 

R3.12.31現在 287 415,000 359,000 334,000 

R2.12.31現在 280 413,000 357,000 332,000 

R1.12.31現在 277 414,000 358,000 333,000 

 [全国市議会議長会：市議会議員報酬に関する調査結果から] 

 

米原市 400,000 330,000 300,000 

 

    全国の市における議員報酬の平均額は、過去５年間において、令和２年に議長、副議長、議員

ともに 3,000円の減額となっていますが、令和２年から令和５年までにかけて議長、副議長、議

員ともに 5,000円の増額となっています。 

また、米原市と同規模である全国の人口５万人未満の市における議員報酬の平均額は、全国平

均額と同様に、過去５年間において令和２年に 1,000円減額となっていますが、令和２年から令

和５年にかけては 5,000円の増額となっています。 

令和２年に減額となった要因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が影響していると考え

られます。 

    また、米原市の議員報酬の額と全国の人口５万人未満の市における議員報酬の平均額を比較す

ると、令和５年において米原市の方が議長において 18,000円、副議長において 32,000円、議員

においては 37,000円低い状況となっています。 

 

  



6 

 

７ 最低賃金の推移                                       

単位：円 

  

 

   
 

   最低賃金は毎年見直しがされており、前回、議員報酬の改定が行われた平成 21年と令和６年を

比べると滋賀県において 46.8％の引上率となっています。 

   最低賃金においても、６で述べたように新型コロナウイルス感染症の拡大により令和元年から令

和２年は横ばい状態ですが、令和２年から令和６年までの引上率は 17.2％と大きくなっています。 
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 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

滋賀県 693 706 709 716 730 746 764 788 

全国平均 713 730 737 749 764 780 798 823 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

滋賀県 813 839 866 868 896 927 967 1,017 

全国平均 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055 
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８ 消費者物価指数の推移                                    

 令和２年＝100 

 

っ[総務省「消費者物価指数」から] 

 

  
  

  消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価 

 の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要す 

 る費用が、物価の変動によって、どう変化するかを数値化したものです。指数計算に採用している各

品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果に基づいています。品目の価格は各種経済施策

や年金の改定などに利用されています。 

  前回、議員報酬が改定された平成 21年から令和６年までの上昇率は 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

消費者物価指数の推移

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

総合 95.5 94.8 94.5 94.5 94.9 97.5 98.2 98.1 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

総合 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 109.1 
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９ 米原市議会議員の活動状況                                  

 

会議等 
活動日数（日） 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

定例会本会議 17 17 18 17 

臨時会本会議 2 1 3 3 

常任委員会（※１） 55 47 58 34 

特別委員会（※２） 10 7 14 14 

議会運営委員会 17 19 18 18 

議員全員協議会 20 17 19 15 

協議等の場 22 25 25 34 

意見交換会等 1 2 1 1 

計 144 135 156 136 

[米原市議会概要から]  

 ※１ 常任委員会は、総務産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、予算・決算常任委員会の３つ

の委員会があります。本会議で付託された議案や請願などを審査します。 

 ※２ 特別委員会は、特定の問題に関する審査や調査研究などを行うために、必要に応じて本会議の

議決によって設置される委員会で、米原駅東口駅前開発特別委員会があります。 

  

議案等件数 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

市長提出 182 129 109 130 

議員・委員会提出 8 18 13 13 

計 190 147 122 139 

[米原市議会概要から]  

  

  米原市議会議員の活動状況については、年間４回の定例会を中心に、議会が開会されていない閉会

中においても特別委員会や議会運営委員会、議員全員協議会や委員会協議会などの協議等の場を開会

し、活動されています。 
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10 米原市議会の議会改革の状況                                 

（１）議会における政策的条例の制定 

     

[議会事務局提供資料]  

 （２）議会活動に関する改革・改善の動き 

       

[議会事務局提供資料]   

施行期日 条例等の名称 概要 効果

平成25年11月１日 米原市議会議会基本条例

　自治体は、2000年の地方分権一括法施行以来、自主
的・自立的な自治体経営が求められる時代となりました。
そういった中で、議会基本条例を定めることにより、議会
および議員の活動原則を明らかにし、公正・公平な議会運
営を図り、本市の発展に寄与することを目的に条例を制定
しました。

　議会基本条例は、現在、全国ほとんどの自治体議会で
定められています。地方自治法では、議会の権能や会議
の運営等に係る手続きに関する規定はありますが、議会
の在り方そのものは規定されていません。
　この条例を定めることにより、議会が何のために存在し
ているのか、その在り方を明らかにすることで、進むべき
方向を明確にすることができます。

平成28年２月25日 米原市議会政治倫理条例
　米原市議会議員の守るべき政治倫理基準等を定めるこ
とにより、清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目
的に条例を制定しています。

　地方自治法では、議員の兼職禁止や請負に係る制限
に関する規定が定められていまが、詳細な内容までは規
定されていません。この条例では、詳細な基準を定めて
おり、これにより、透明性の確保を図ることができます。ま
た、この条例では、審査請求の手続を定めており、第三
者による監視機能も担保されています。

令和３年３月８日
　米原市議会の議員の長期欠席等に
係る議員報酬等の特例に関する条例

　地方自治法上では、議員が長期に欠席した場合におい
て、議員報酬を減額支給することができる規定等はありま
せん。
　この条例は、議員が長期欠席をした場合や逮捕等により
身体を拘束された場合における議員報酬等の取扱いに関
し、事前に備えるために条例を制定しました。

　全国では、議員の不祥事や不法行為等に伴う議員報
酬等の支給について、各メディアで頻繁に取り上げられ
るようになってきました。地方自治法では、この場合にお
ける議員報酬の取扱いについては規定されていないこと
から、しばしば問題提起されています。この条例を定める
ことにより、実際にそのような事態が生じた場合には、市
民の期待を裏切ることのないように事務執行を図ること
ができます。

期日 項目 概要 効果

令和元年11月
　議員タブレットの導入とペーパレス化
の実現

　平成30年から議会ICT化推進PTを立ち上げ、タブレット
の導入について検討を行ってきました。検討結果を受け
て、令和元年11月からタブレットを導入しています。

　これまで議案書や説明資料については、紙で印刷した
ものを配布していました。タブレットの導入により、ペーパ
レス化が図られ、紙代もさることながら、職員の人件費や
労働時間の削減を図ることができました。また、タブレット
は、タイムリーな情報を瞬時に把握でき、執行部、議会双
方における議案のプレゼン機能および議案の審査機能
の向上につながっています。

令和３年 議会の見える化に関する改善

　新庁舎が稼働し、議場も新しくなったことに伴い、議場シ
ステムを活用した一般質問等の見える化（質問項目のテ
ロップ表示）を実践しています。また、このこととと関連し、
一般質問等の執行機関への通告について、質問の意図
や背景、質問事項の詳細な内容を記述する様式に改善し
ました。
　また、議会だよりの内容について不断の改善を行い、情
報発信に努めるとともに、さらには、伊吹山テレビによる委
員会のトピックス放送を実施し、議会の広報活動を行って
います。

　質問事項のテロップ表示により、質問項目が画面に表
示されることで、傍聴者・視聴者に一般質問のやり取りが
わかりやすくなりました。また、執行機関への通告書を改
善したことにより、より深い議論の展開が図れるようにな
りました。
　さらに、議会だよりの一般質問記事等については、各議
員自らが執筆しており、読んでもらえる議会だよりの改善
に取り組んでいます。

令和４年
　議会デジタル化広聴推進委員会の
取組み

　若者の意見を議会に取り入れるため、実証実験を兼ね、
県立米原高等学校生徒会の生徒さんとワークショップを開
催しました。数回にわたるワークショップでは、議員と生徒
さんがチームを組み、市の課題と解決策等について話し合
いました。

　これまでにも各種団体との意見交換会は実施してきま
したが、議員と高校生がディスカッションを行い、課題解
決に向けたワークショップを開催したのは初めての経験で
した。今後は、政策形成過程に係る議会活動の充実が
目指すべき課題です。

令和５年
　予算・決算常任委員会の設置と委
員間討議の仕組みを導入

　予算および決算の案件について、決算審査時の視点を
翌年度以降の予算編成に役立たせる仕組みとして、予
算・決算常任委員会を設置しました。また、同委員会にお
いては、委員間での闊達な議論を促すべく、委員間討議
の仕組みを導入しました。

　決算審査時に指摘した意見を次年度以降の予算編成
に役立たせるための政策サイクルの仕組みを構築しまし
た。また、この委員会では、分科会での審査も含め、委
員間討議の仕組みを導入したことで、議案審査から生ま
れる政策提言に向けた仕組みの可能性を構築すること
ができました。
　このことにより、第１回定例会および第３回定例会の会
期日程がこれまでよりも長くなっています。
















